




























定款の一部改定「第 45条 2項」について 

 

 

【現 行】 

第 5章 理事会 

（構 成） 

第 38条 当法人に理事会をおく 

2.理事会は、全ての理事を持って構成する。 

 

 

 

（議事録） 

第 45条 理事会の議事については、法令で定めるところにより議事録を作成する。 

2.出席した理事及び監事は前項の議事録に記名し押印する。 

 

 

 

 

【改訂後】 

第 5章 理事会 

（構 成） 

第 38条 当法人に理事会をおく 

2.理事会は、全ての理事を持って構成する。 

 

 

 

（議事録） 

第 45条 理事会の議事については、法令で定めるところにより議事録を作成する。 

2.当該理事会に出席した代表理事、議事録作成者（理事）及び監事は、前項の議事録

に記名押印する。 

 

※平成 28年度 「第 8回定時社員総会」第 4号議案として提案、審議され 

 全会一致で承認された。（平成 28年 5月 24日） 


